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83.3%

16.7%

あなたは時間外労働時間を正確に勤務表へ反映できていますか？

はい

いいえ

全体(n=1159)

取り組みの経緯

✓ 2019年4月に実施した「働き方改革」に関するアンケート調査で、所定外労働

時間を正確に勤務表に反映できていない組合員が16.7%いることが判明

✓ 第65 期支部訪問④（2019 年7 月）で各支部にヒアリングを行い、実態把握を

進めた結果、様々な現場の課題が明らかになった！

2017年10月～日清製粉グループ「働き方改革」 2018年5月～「働き方改革」に対する日清労組の対応
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明らかになった現場の課題

❶ 36協定の上限時間

✓ 36協定の上限時間（40時間の延長時間や特別条項付延長時

間）を超えてしまうことを恐れて、本人が自ら勤務表へ入力

する時間を調整している

✓ 最悪のケースでは、上司が本人に、（実労働時間ではなく）

勤務表上の労働時間を調整するよう指示している

❷過去からの慣習

✓ 所定外労働時間を実態通り付けないという慣習が過去からあ

るため、本人が遠慮して自ら入力時間を調整している

❸早出時間

✓ 残業時間は付けているが、早出時間は付けていない

❹労働時間に関するルールの曖昧さ

✓ 労働時間の定義が明確でなく個々人によって解釈が異なる

✓ 事業場によって所定外労働時間のルールが異なる（ローカル

ルールが存在している）

❺事前申請の形骸化

✓ 「所定外労働」は上司からの業務指示、もしくは部下からの

事前申請が基本だが、事前申請が「面倒くさい」等の理由で

所定外労働を申請していない

このような状況を打開するため、組合として

も徹底的に議論！会社との継続協議も重ねた

うえで、新たな方針を策定！
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基本方針① 3



基本方針②

36協定事前協議（旧：時間外協議）の対応強化
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なぜ「所定外労働時間の実態記録」に取り組むのか？ 5



私たち一人ひとりの行動の積み重ねが、

「労働時間の実態記録は当たり前」

という組織風土を作り上げます。

この施策で重要なのは、私たち一人ひとりの

「意識」「知識」「行動」です。

基礎知識編と組合活動編のガイドラインも

作成しましたので、是非ご確認ください。


